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「プラスチック分別回収」モデル事業の実施について 
 

１ はじめに  

昨年６月に成立した「プラスチック資源循環促進法」では、今後、区

市町村は、プラスチック使用製品廃棄物（プラスチックごみ）の分別回

収、及び再商品化に努めることが定められました。 

本区では現在、プラスチックごみについては一部、リサイクル拠点に

おける分別回収を除き、可燃ごみとして収集し、「サーマルリサイクル（熱

回収）」を実施しているところです。 

法の成立を受け、本区では、可燃ごみの約１５％を占める「プラスチ

ックごみ」を「資源」として回収し、再商品化することで、「文京区一般

廃棄物処理基本計画（モノ・プラン文京）」で定めるごみの減量化と資源

循環型社会の実現を推進すべく検討を行っております。 

一方で、「プラスチックごみ」を分別回収するには、回収方法、分別基

準、温室効果ガスの削減効果などの課題を整理・検証した上で導入の是

非を検討することが重要です。 

そこで、「プラスチックごみ」を分別回収、及び再商品化するための検

討段階のひとつとして、区内の一部の地域（町会・自治会を単位とする）

を対象に「プラスチック分別回収」モデル事業を実施いたします。 

 

 

２ 「プラスチック分 別 回 収」モデル事 業の概 要  

（１） 実 施 時 期  令和４年 10 月から令和５年２月まで（５か月間）  

（２） 規 模 （予定） ２町会程度（合計約 1,200 世帯程度）  

（３） 回 収 品 目  「プラスチック使用製品廃棄物」  

（プラスチック製容器包装（※１）及びプラスチック製品（※２））  
 
※１ 中身（商品）を取り出したり、使い切ったりした後に不要となるプラ製

の「容器（入れ物）」や「包装（包み、袋）」のこと。『プラマーク』が目安。  
※２ プラスチック製容器包装以外のプラスチック製品。  
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（４） 回 収 頻 度・方 法  

モデル事業実施期間中、対象地区のみ週１回、「プラスチック」回収

日を新設する。  
また、対象地区の世帯は区が配布する回収袋に「プラスチック」を入

れ、日常使用しているごみ集積所に排出し、それを区が回収する。  
 

プラスチック回収のイメージ 

 

（５） そ の 他  

 「プラスチック」排出用回収袋 (45ℓ×30 枚/世帯 )は区が配付する。  


